
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新生活や子育てに配慮した 

賃貸住宅のリフォームをサポートします 

●豊田市内の賃貸住宅を所有するオーナー様向けの補助金です。 

●申請は部屋ごとであり、同時に３部屋まで申請することができます。 

●補助を受けた部屋は「対象世帯」の入居者募集を行うことが必要です。 

事業の流れ 

事前相談 

補助金には限度がありますので、交付申請の前に、補助対象住戸や工事概要についてご相談ください。 

 

【手続き】①交付申請 

受付期間；令和 8年 4月 1 日（水）～令和 9年 3月 31 日（水） 

 

②交付決定 

①の受付後、30 日以内に通知します。 

 

③改修工事 

②の交付決定通知後、工事請負契約を締結し、

速やかに着手してください。 

 

入居者募集 

②の交付決定通知後、④の完了実績報告までに

開始してください。 

 

【手続き】④完了実績報告 

提出期限：市が指定する日 

 

【手続き】入居状況報告 

④の完了実績報告に添付 

 

翌年以降の管理状況 

本市からの照会に応じて回答 

 

⑤補助金額確定及び支払い 

・④の受付後、30日以内に額確定を通知します。 

・額確定通知後、30 日以内に支払います。 

 

●工事 ●入居者募集 

豊田市 都市整備部 都市計画課 

 

住 所：豊田市西町３丁目６０番地 

電 話：０５６５－３４－６620 

メール：toshikei@city.toyota.aichi.jp 

●必須工事の例 

指はさみ防止措置 
コンセントの感電防止措置 

（シャッター付きコンセント等の設置） 

吊戸棚等の地震対策措置 

●補助対象工事の一例 

和室の洋間化 

洗面設備の改良 

カメラ付きモニターフォンの設置 

宅配ボックスの設置 
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区分 内容 

子どもの安全対策措

置 

玄関ドア及び玄関から居間に入室するためのドアにおける指はさみを防止するた

めの措置 

居間のコンセント部における感電を防止するための措置 

居間及び台所の吊戸棚等における地震対策のための措置 

 
 

住戸部分 内容 

間取の変更に係る工

事 

複数の居室を一体の居室として改修する工事（居間を改修しないものを含む。） 

和室の洋間化等に係る工事 

テレワークできるスペースを設置する工事 

設備の新設・改良工

事 

台所設備の新設・改良 

洗面設備の新設・改良 

一定の要件を満たすユニットバスの新設・改良 

収納設備の新設 

水洗便所の新設 

カメラ付きモニターフォンの設置 

玄関の電子錠への交換 

子どもの安全対策措

置 

表1-1に掲げる措置（前表に記載している居室以外の部分に実施する措置を含む。） 

転落を防止する措置 

防音性の向上等に係

る工事 

床の振動対策工事 

壁の防音工事 

窓の防音工事 

共用部分 内容 ※共用部分の申請は対象建物につき 1回まで 

改修工事 エレベーターの設置 

防犯性の向上に係る

工事 

共用部分の玄関扉にオートロックシステムを設置する工事 

共用部分に防犯カメラを設置する工事 

利便性の向上に係る

工事 

宅配ボックスの設置 

 

この補助金は対象世帯の入居を促進するために民間賃貸住宅の改修工事を行う者に対して、その費用の一部を補助す

ることにより、対象世帯の市内居住の促進と民間賃貸住宅ストックの有効活用を図るものです。 

事業の趣旨 

●対象世帯とは、以下のうちいずれかに該当する世帯を指します。 

・年齢が 39 歳以下の単身 

・どちらかの年齢が 39 歳以下の夫婦等（婚姻関係がない者 2 名からなる世帯を含む） 

対象住戸の要件 

次に掲げるア～コの全てに該当する住戸であること。 

 

 ア 住戸は要綱第５条の交付申請時において、空き住戸であること。 

 イ 住戸を含む建築物（以下「対象建物」という。）は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他関係法令等に適合 

していること。 

 ウ 対象建物は、昭和５６年６月１日以降に着工したもの、又は昭和５６年５月３１日以前に着工したもののうち、補助事 

業完了時において、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第４条の規定に基づく建築物 

の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本方針（平成１８ 年国土交通省告示第１８４ 号）の「（別添）建築物 

の耐震診断及び耐震改修の実施についての技術上の指針となるべき事項」に照らし、所要の耐震性能を有している 

ものであること。 

 エ 対象建物は建築後２０年以上経過していること。 

 オ 対象建物の構造は鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること。 

 カ 対象建物は市内鉄道駅若しくは藤岡支所概ね１ｋｍ圏内、市街化区域又はおいでん・さんそんプランの「居住促進地 

区」のうちいずれかにあること。 

 キ 補助事業完了時において、住戸の専有部分の床面積が４０㎡以上であること。 

 ク 補助事業完了時において、住戸内に台所、収納設備、独立した水洗便所、洗面設備及び浴室（シャワー室を除く。）を 

備えたものであること。 

 ケ 過去に本補助金の交付を受けた住戸でないこと。 

 コ 要綱第９条第２項の規定に基づき、入居者募集を行う住戸であること。 

入居者募集の要件 

・補助事業者は要綱第６条第１項の補助金の交付決定通知の日から第１０条の補助金完了実績報告兼請求書の提出まで

に、補助事業者以外の宅地建物取引業者により対象住戸について、対象世帯を対象にしたことが分かる入居者募集

を開始しなければならず、入居者募集広告にはこの事業を活用している旨を明記しなければなりません。なお、入居

者募集広告をしなくても対象世帯の入居が確定している場合はこの限りではありません。 

・ただし、前述する入居者募集を開始した後、3 か月以上の間、対象世帯を確保できない場合は、対象世帯以外の者を入

居させることができます。 

・補助事業者は、要綱第１１条第１項の補助金の額の確定通知の日から１０年間（以下「維持管理期間」という。）は、対象住

戸の入居者が退去した場合においても、前２項に定める入居者募集をしなければならなりません。 

補助対象工事 

表 1-1 に掲げる全ての工事とともに実施する、表 1-2 の左欄の区分に応じ中欄に掲げる内容とします。 

表 1-1 ※必須工事です。既に措置済みであり、写真等により確認できる場合も可とします。 

表 1-2 ※必須工事をした場合に、補助対象にできる工事です。 

 
最大 

100 万円 

 
最大 

50 万円 

補助金額 

●最大 150 万円／戸 ※同時に３部屋まで申請することができます。共用部分の申請は対象建物につき 1 回までです。 

・住戸部分：最大 100 万円（改修費の 1/2 かつ１００万円が上限） 

・共用部分：最大 50 万円（改修費の 1/2 かつ 50 万円が上限） 

「カ」の対象地区を示すマップ 


